
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
前後一対に配設した下部針床と、該下部針床のそれぞれの上位に配設した上部針床を備え
た４枚ベッド横編機を使用し、前側編地を編成する際に後側編地を後下部針床の針に付属
させ、反対に後側編地を編成する際に前側編地を前下部針床の針に付属させて前後に重ね
合わせた状態で両側端で繋がった筒状編地を、針床の長手方向に走行しながら給糸口から
編糸を吐出して針に編糸を供給する給糸部材を複数使用して、インターシャ柄を入れて編
成するインターシャ柄編地の編成方法において、横編機にはインターシャ編成の前後で、
給糸部材から針に編糸を供給する位置を変えるインターシャ編成用の機能を備えておき、
インターシャ柄の最終編目を保持する下部針床の針から給糸部材の給糸口に延びる編糸を
、該針が属する針床側の上部針床の針でフックして、該編糸を対向する針床の針から遠ざ
けた状態で、該インターシャ柄が編込まれる編地に対向する編地を編成することを特徴と
するインターシャ柄編地の編成方法。
【請求項２】
前記編糸をフックする上部針床の針は、最終編目を保持する下部針床の針の真上か、近接
する針であることを特徴とする請求項１に記載のインターシャ柄編地の編成方法。
【請求項３】
各針床の針に対して編成動作を行わせるカムを複数組ずつ備えるキャリッジを使用し、前
記インターシャ柄が編込まれる編地に対向する編地を編成する際に、前記インターシャ柄
の最終編目を保持する針から給糸部材の給糸口に延びる編糸の空針へのフックと、フック
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されている編糸の解放とを交互に行うことを特徴とする請求項１または２に記載のインタ
ーシャ柄編地の編成方法。
【発明の詳細な説明】
技術分野
本発明は、セータ等のニット衣類を４枚ベッド横編機を用いて無縫製の筒状編地として編
成しながら、インターシャ柄を入れるインターシャ柄編地の編成方法に関する。
背景技術
従来から、横編機で編成する代表的な編地として、図５に示すようなインターシャ柄編地
がよく知られている。図５（ａ）は、セータ１の前身頃２の一部にダイヤ柄のインターシ
ャ柄編地３が編成され、他の部分はグランド編地４となっている例を示す。なお、このセ
ータ１は、前身頃２と対向する後身頃も、前身頃と並行して編成され、両端部で連結され
た筒状編地として、無縫製で製造することができる。前身頃２および後身頃の下部には、
裾ゴムと呼ばれるゴム編地５が編成される。図５（ｂ）は、セータ６の前身頃７の一部に
縦縞状のインターシャ柄編地８が編成され、他の部分はグランド編地９となっている例を
示す。
図６は、図５に示すようなインターシャ柄編地３，８を含む筒状の編地を、４枚ベッド横
編機で編成する際の針立てを示す。４枚ベッド横編機の基本的な構造やそれを用いた筒状
編地の編み方については本願出願人による特公平１－５７１７３号（＝米国特許第４９０
５４８３）等に開示され、既に周知である。前身頃の裾ゴム５は前下部針床（以下、針床
ＦＤという。）の針と後上部針床（以下、針床ＢＵという。）の針を使用し、後身頃の裾
ゴムは後下部針床（以下、針床ＢＤという。）の針と前上部針床（以下、針床ＦＵという
。）の針を使用して編成する。
前身頃の裾ゴム５のコース編成が行われるときは、針床ＦＵの針で編まれる後身頃の裾ゴ
ムの裏目は全て針床ＢＤの針に移されて保持される。これと反対に後身頃の裾ゴム５のコ
ース編成が行われるときは、針床ＢＵの針で編まれる前身頃の裾ゴムの裏目は針床ＦＤの
針に移され保持される。つまり前側編地を編成する際に後側編地を針床ＢＤの針に付属さ
せ、反対に後側編地を編成する際に前側編地を針床ＦＤの針に付属させて前側編地と後側
編地が前後に重ね合わせた状態で編成する。このようにして筒状の身頃に裾ゴム５を形成
する。裾ゴム５に続く身頃は平編み組織で編成するため上記のような編目の移し替えは不
要で、前身頃は針床ＦＤの針、後身頃は針床ＢＤの針を使用して編成される。身頃にリン
クスや寄せ柄などの組織を身頃に入れる場合は裾ゴム５の編成と同じように裏目を対向す
る上部針床の針を使用して編目を移し替えながら編成を行うようにする。
インターシャ柄３，８は、グランド編地４，９とは異なるヤーンキャリア（以下、単にキ
ャリアという。）などの給糸部材を使用して編成する。前身頃２，７および後身頃はアル
ファベットの大文字で示す下部針床の針Ａ，Ｂ，Ｃ，…を使用してそれぞれ編成する。小
文字で示す針ａ，ｂ，ｃは上部針床の針を示す。図ではインターシャ柄３，８の編糸を太
線で示し、グランド編地４，９の編糸を細線で示す。
針床の上方には、図示しないが複数の糸道レールが懸架され、複数のキャリアが糸道レー
ルに沿って摺動自在であり、針床上を往復走査するキャリッジに設けたカムで連行され、
キャリアの給糸口から編糸を針床の任意の針へと供給できるようになっている。各編成コ
ースで、インターシャ柄部分３，８の編成に使用したキャリアは、次のコースでのインタ
ーシャ柄編地３，８の編成時に再び使用するために、インターシャ柄編地３，８とグラン
ド編地４，９との境界部付近に停止させておく。すなわち、境界部を挟んで隣接する編地
の編成には、異なるキャリアが使用される。このためインターシャ柄編地３，８とグラン
ド編地４，９との境界部付近では、複数のキャリアが錯綜し、キャリアの給糸口同士が互
いに干渉したり、休止状態のキャリアに編成動作に供される針の先端が衝突したり、イン
ターシャ柄編地３，８の最終編目から休止状態のキャリアの給糸口に延びる編糸をインタ
ーシャ柄編地３，８に隣接するグランド編地４，９の編成時に針の先端で引き込んでしま
う糸喰いの問題が発生する恐れがある。
インターシャ柄を編成する際に、キャリアの給糸口を走行方向の前後に揺動変位させるこ
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とが可能なインターシャ柄編成用のキャリアが考えられている。たとえば、本願出願人は
、特公昭６１－５１０６１号公報で、キャリアの給糸口を揺動変位させ、休止状態では最
終編目からほぼ直上方向に編糸が延びる状態となるようにすることができるキャリアとそ
れを用いたインターシャ柄の編成方法を開示している。給糸口の位置が変わるキャリアを
用いれば、複数のカムシステムを備えるキャリッジで１コースを編成する際に、複数のイ
ンターシャ柄を入れることができる。また、特公昭６１－２３３００号公報には、編糸を
案内しうる孔を有する下端部を針間の間隙内に突き入らせる上下方向の変位で、キャリア
同士間の干渉を避ける先行技術が開示されている。
セータ等のニット衣類を筒状編地として編成しながら、インターシャ柄を入れるインター
シャ柄編地の編成方法に関し、本願出願人は特開平１０－１８５２号公報を先に提案して
いる。同公報では、インターシャ柄を前側編地にデザインした筒状編地を編成する方法と
して、２つの方法を開示している。同公報の図２に示す第１の実施形態では、後側針床で
の後身頃にはインターシャ柄がなくても、後身頃を編成する際に前身頃のインターシャ柄
の境界部のところでその都度それぞれのキャリアを反転移動させるようにして後身頃の編
成を分割して行うことでキャリア同士の干渉や、不用意な糸喰いを防ぐようにしている。
すなわち、インターシャ柄に対向するグランド部分のコースを編成する際に、ａ：インタ
ーシャ柄用のキャリアをインターシャ柄の範囲内に移動させる蹴り返しを行ってからグラ
ンド部分をインターシャ柄の手前まで編成し、ｂ：インターシャ柄用およびグランド部分
用のキャリアをインターシャ柄の範囲外に移動させる蹴り返しを行ってから残りのグラン
ド部分を編成している。また、同公報の図３に示す第２の実施形態では、前身頃のインタ
ーシャ柄の編成に使用したキャリアを、後身頃の編成時には編地全体の幅よりも外部に退
避させておくことによって、干渉や糸喰いを防ぐようにしている。
特開平１０－１８５２号公報で開示している第１の実施形態では、後身頃編成時に折返し
編成を行う。同公報の第［００１１］段落に記載されているように、折返し編成ではキャ
リアが反転移動する部分で編目が詰んでしまい、編地の美観を損なう問題がある。この問
題に対しては、反転位置にある針で形成される編目の度目を粗げることによって対処しう
るけれども、その調整は難しく、手間がかかる。また、後身頃を一気に編成するのではな
く、分割して編成しなければならないので、生産性は低くなってしまう。第２の実施形態
では、折返しを行う必要はないけれども、同公報の第［００１２］段落に記載されている
ように、編糸を直接上方から給糸部材に供給する必要があり、糸の取り方が限定され、色
数を多く取ることができない。
特公昭６１－５１０６１号公報で開示しているようなインターシャ編成用のキャリアを用
いれば、色数や糸の取り方についての制限は緩和される、また折返し編成が不要になるの
でインターシャ境界部での度目調整の必要もない。しかし筒状編地の編成における上記し
た糸喰いの問題は必ずしも解消されないことが判明している。その理由は給糸口が変位す
るキャリアであっても、インターシャ柄の境界部で停止する位置の精度は必ずしも充分で
はないからである。
図７は、たとえば針床ＦＤで針Ｋにインターシャ柄の最後の編目を形成してキャリアの給
糸口１０が休止している状態を示す。なお図７では理解しやすいように上部針床の針と下
部針床の針が見えるように位相をずらして示したが、実際の編機では各針床に装着される
上下の針は針床長手方向においてそれぞれ同一位相上に装着されている。針Ｋ，Ｌ，Ｍは
、編糸１１でインターシャ柄の新ループを形成し、旧ループ１４がノックオーバされてい
る。キャリアの給糸口１０の停止位置がたとえばＡの範囲であれば、針床ＦＤの針Ｋから
給糸口１０に延びる編糸１１を針床ＢＤの針が引込む糸喰いが発生しない。給糸口１０と
針Ｋとの間には高低差があるので、Ａの範囲は、針床ＢＤの針Ｊを若干越える位置まで広
がる。しかしながら停止精度の関係で、給糸口１０を常にＡの範囲内に停止させるのは困
難である。キャリッジに設けた連行ピンで連行されて走行する形式のキャリアは、転換ピ
ンとの係合が外れると、キャリアは糸道レールの途中で停止する。キャリアと糸道レール
との間には、キャリッジに連行される際には移動しやすいように摺動抵抗が小さく、キャ
リッジに連行されないときには移動しにくくなるという両立が困難な特性が要求される。
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摺動抵抗を小さくするためには潤滑油などを塗布し、制動性を高めるためにはマグネット
による吸着力などが利用されるけれども、ヤーンキャリアの停止精度を非常に高くするこ
とは困難である。このため、給糸口１０は糸喰いが生じにくい範囲Ａ内に留まることがで
きず、範囲Ａ外などで停止して、糸喰いが生じやすくなってしまうことがある。
本発明の目的は、４枚ベッド横編機を用いてインターシャ柄などの筒状編地を編成する場
合でも、不用意な糸喰いの発生を防ぎ、かつ上記したような折り返し編成を不要にして、
生産性も良好となるインターシャ柄編地の編成方法を提供することである。
発明の開示
本発明では、前後一対に配設した下部針床と、該下部針床のそれぞれの上位に配設した上
部針床を備えた４枚ベッド横編機を使用し、前側編地を編成する際に後側編地を後下部針
床の針に付属させ、反対に後側編地を編成する際に前側編地を前下部針床の針に付属させ
て前後に重ね合わせた状態で両側端で繋がった筒状編地を、針床の長手方向に走行しなが
ら給糸口から編糸を吐出して針に編糸を供給する給糸部材を複数使用して、インターシャ
柄を入れて編成するインターシャ柄編地の編成方法において、横編機にはインターシャ編
成の前後で、給糸部材から針に編糸を供給する位置を変えるインターシャ編成用の機能を
備えておき、インターシャ柄の最終編目を保持する下部針床の針から給糸部材の給糸口に
延びる編糸を、該針が属する針床側の上部針床の針でフックして、該編糸を対向する針床
の針から遠ざけた状態で、該インターシャ柄が編込まれる編地に対向する編地を編成する
。これによれば、インターシャ柄の編成に使用してインターシャ柄の境界部付近で休止す
るキャリアの給糸口からインターシャ柄の最終編目を保持する針に延びる編糸を、そのイ
ンターシャ柄が編込まれる編地に対向する編地を編成する際に、インターシャ柄の最終編
目を保持する針が属する針床の上位側の針床の空針にフックさせる。これによりインター
シャ柄の最終の編目から給糸口に延びる編糸を対向する針床の針から離れた位置へと退避
させられるので、対向する針床の編地を編成する針が編目形成のために進退操作されても
インターシャの編糸を誤って喰わえ込むことを防ぐことができるので従来のようなインタ
ーシャ柄の境界付近で分割編成のための折返し編成を行う必要がなくなり、編地の品質を
向上させ、製造コストを低減させることができる。
好ましくは前記編糸をフックする上部針床の針は、最終編目を保持する下部針床の針の真
上か、近接する針が用いられる。これによれば、編糸の延びる範囲を最終編目を保持する
針の付近に留め、糸喰いを充分に防ぐことができる。
好ましくは各針床の針に対して編成動作を行わせるカムを複数組ずつ備えるキャリッジを
使用し、前記インターシャ柄が編込まれる編地に対向する編地を編成する際に、前記イン
ターシャ柄の最終編目を保持する針から給糸部材の給糸口に延びる編糸の空針へのフック
と、フックされている編糸の解放とを交互に行う。例えば先行側のカムでインターシャ柄
の最終編目を保持する下部針床の針から給糸部材の給糸口に延びる編糸を同じ側の上部針
床の空針へフックして編糸を退避させてから、続く後行側のカムでインターシャ柄が編込
まれる編地に対向する編地を編成する。そしてこのフックした編糸の針からの解放は、先
行のカムでインターシャ柄が編込まれる編地に対向する編地を編成した後で後行側のカム
でフックした針を進退操作して行うので編地編成の生産性を高めることができる。
発明を実施するための最良の形態
次に本発明の好適な実施例を図面とともに以下説明する。
図１および図２は、図５に示したインターシャ柄を有するセーターの筒状編成される身頃
を４枚ベッド横編機で編成する場合の編成図を示す。説明の便宜のため身頃の各部分の編
成に使用する針数は少なくしている。アルファベットの大文字は下部針床の針、小文字は
上部針床の針を示す。裾ゴム５に続く前身頃と後身頃はともに平編み組織で編成され、前
身頃は針床ＦＤの針Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，…を使用して編成され、後身頃は針床ＢＤの針Ａ，
Ｂ，Ｃ，Ｄ，…を使用して編成される。インターシャ柄としては図５（ｂ）に示すような
縦縞を例とする。
キャリッジとしては、各針床に対して２組のカムを作用させることができるものを使用す
る。キャリッジの一方への移動で、先行側のカムをＬ側、後行側のカムをＴ側とする。キ
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ャリッジが他方へ移動する際には、先行と後行とが入れ替る。キャリアは、例えば特公昭
６１－５１０６１号公報に開示されるような揺動タイプのものを使用する。本実施形態で
は、コース１～６として示す６コースのキャリッジの移動を１サイクルとして、筒状編地
の２コース分を編成することができる。なお針床に複合針が装着される。
キャリッジの移動の１コース目では、キャリッジを左端から右の途中まで移動させ、前身
頃をＬ側のカムを使用して針Ｋ，Ｌ，…Ｐ，Ｑのインターシャ柄部分、Ｔ側のカムを使用
して針Ａ，Ｂ，…Ｉ，Ｊのグランドの左側部分をそれぞれ針床ＦＤで編成する。インター
シャ柄部分を編成する編糸の左端は、グランドの左側部分の右端の針Ｊにタックして繋ぐ
。このようにして、インターシャ柄とグランドの左側部分との１コース目が編成される。
キャリッジの移動の２コース目では、キャリッジを右の途中から左端に移動させ、前身頃
をＬ側のカムを使用して針Ｑ，Ｐ，…Ｌ，Ｋのインターシャ柄部分、Ｔ側のカムを使用し
て針Ｊ，Ｉ，…Ｂ，Ａのグランドの左側部分を編成する。インターシャ柄部分を編成する
編糸の右端は、グランドの右側部分の左端の針Ｒにタックして繋ぐ。グランドの左側部分
を編成する編糸の右端は、インターシャ柄部分の左端の針Ｌにタックして繋ぐ。このよう
にして、インターシャ柄とグランドの左側部分との２コース目が編成される。
３コース目では、キャリッジを右へ移動させ、Ｌ側のカムでキャリアを針Ｋの右側に移動
させるとともにＬ側のカムでインターシャ柄の左端の針Ｋからキャリアの給糸口に延びる
編糸を針床ＦＵの空針ｋにフックさせ、Ｔ側では針床ＢＤの針Ａ，Ｂ，…，Ｙ，Ｚに給糸
して後身頃を編成する。針床ＦＵの空針ｋは編糸をフックした後は歯口から大きく後退さ
せてキャリアの給糸口へ延びる編糸部分を歯口から遠ざける。この動作はステッチカムの
引込み量を大きく設定したり、あるいは上キャリッジに設けた退避カムで強制的に針を引
き込むようにする。これにより後身頃の編目を形成する針によってインターシャ柄部分の
編成に使用されるキャリアの編糸を不用意に喰えてしまうのをより確実に防ぐことができ
る。後身頃をＴ側のカムで編成する際には、針床ＦＤでインターシャ柄の左端となる針Ｋ
からの編糸は、針床ＦＵの針ｋを経由してキャリアの給糸口に延びている。これによって
、キャリアの停止位置の精度にばらつきがあっても、不用意に糸喰いが生じにくくするこ
とができる。このようにして、後身頃のグランドの１コース目が編成される。
キャリッジの移動の４コース目では、キャリッジを右端から左の途中に移動させ、Ｔ側の
カムを使用して針床ＦＤの針Ｚ，Ｙ，…Ｓ，Ｒの前身頃のグランドの右側部分を編成する
。キャリッジの移動の５コース目では、キャリッジを左の途中から右端に移動させ、Ｔ側
のカムを使用して針Ｒ，Ｓ…Ｙ，Ｚの前身頃の右側部分を編成する。前身頃のグランドの
右側部分を編成する編糸の左端は、インターシャ柄の右端の針Ｑにタックして繋ぐ。この
ようにして、前身頃のグランドの右側部分の１コース目と２コース目とが編成される。
キャリッジの移動の６コース目では、キャリッジを右から左端に移動させ、Ｌ側のカムを
使用して、針Ｚ，Ｙ，…Ｂ，Ａの後身頃のグランドを編成しながら、Ｔ側でキャリアを針
ｋの左側に移動させ、Ｔ側のカムで針床ＦＵの針ｋを進退させてフックされている編糸を
針から外す。このようにして、後身頃のグランドの２コース目が編成された後、針床ＦＵ
の針ｋにフックされていた編糸が針から払われる。
図３および図４は、後身頃を編成するときにインターシャの編糸が針床ＢＤの針に編み込
まれないのを説明した図である。なお図３は先の図６と同じように上部針床の針と下部針
床の針がわかるように位相をずらして示した。図３に示すように、図１のキャリッジ移動
の３コース目では、破線で示すように、針床ＦＤで編成されるインターシャ柄の左端の針
Ｋからキャリアの給糸口１０に延びる編糸１１を、キャリアの蹴り返しと連動させて、実
線で示すように針床ＦＵの空針ｋにフックさせ、この空針ｋを大きく後退させる。図４に
示すように、針床ＦＵの針ｋから給糸口１０に延びる編糸１１は、針床ＢＤ側の針が仮想
線で示すように歯口に進出してもフックされにくい。破線で示すように針床ＦＤの針Ｋか
ら給糸口１０に編糸が延びていれば、針床ＢＤから歯口に進出する針によって引込まれや
すい。この違いによって、本実施形態では糸喰いの発生を防ぐことができる。上記キャリ
ッジのコース１～６の編成を繰り返し行うことで筒状編地にインターシャ柄編地を形成す
ることできる。
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（変形例）
上記の編成では、３コース目でキャリッジを右へ蹴り返して、Ｌ側のカムでキャリアを針
Ｋの右側に移動させるとともにインターシャ柄の左端の針Ｋからキャリアの給糸口に延び
る編糸を針床ＦＵの空針ｋにフックさせ、キャリッジの６コース目の移動でＴ側のカムで
キャリアを針ｋの左側に蹴り返して、針床ＦＵの針ｋを進退させてこのフックした編糸を
針から外すようにした。しかしこれを以下の編成に代えて本発明を実施することも可能で
ある。
すなわち、キャリッジの移動の２コース目で、キャリッジを右から左に移動させ、前身頃
をＬ側のカムを使用して針床ＦＤの針Ｑ，Ｐ，…Ｌ，Ｋのインターシャ柄部分を編成する
とともに針床ＦＵの空針ｊに編糸をフックさせる。この編糸をフックさせる針床ＦＵの針
は次のインターシャ柄部分が編成される７コース目においてタック繋ぎされる針床ＦＤの
針Ｊの少なくとも真上かそれよりも外側で針Ｊに近接した針で行う。そしてＴ側のカムを
使用して針Ｊ，Ｉ，…Ｂ，Ａのグランドの左側部分を編成する。なおこのコースでのイン
ターシャ柄部分とグランド部分を繋ぐタックは上記の例と同じく針Ｒ、針Ｌに対して行わ
れる。
続く３～５コース目は上記の例と同じ編成が行われた後、キャリッジの移動の６コース目
では、キャリッジを右から左端に移動させ、Ｌ側のカムを使用して、針Ｚ，Ｙ，…Ｂ，Ａ
の後身頃のグランドを編成しながら、Ｔ側のカムで針床ＦＵの針ｊを進退させて編糸を針
ｊから外す。そして７コース目を上記の例と同じ編成で行う。この方法では上記例のよう
にインターシャ柄部分を編成するキャリアを左右に移動して針床ＦＵの空針に編糸をフッ
クさせ、その後払うというキャリアの蹴り返し動作を省略できる。また２コース目に行わ
れる針床ＦＵの針での編糸のフックと、７コース目に行われる針床ＦＤの針でのタック繋
ぎが、異なる位相の針で行われる場合には、例えば針ｉと針Ｊ、その場合には６コース目
では払いを行わずに７コース目のＬ側のカムでインターシャ柄部分の編成を行う際に払い
とタックを同時に行なうようにすることもできる。
インターシャ柄、たとえばダイヤ柄が横方向に並ぶような場合に、複数のキャリアが接近
して休止することがある。このような場合は、キャリア間が少しでも離れるように、フッ
クする空針を選択することが好ましい。
本発明でいう筒状編地とは、上記した前身頃と後身頃が編幅の両端で連結された完全な筒
状編地だけでなく、カーディガンなど、一部が分離した状態で編まれる編地も含むもので
、このような分離型の筒状編地であっても、本発明を適用して、効率よくインターシャ柄
入の編地を編成することができる。
図５（ａ）に示すダイヤ柄のインターシャ柄編地３などのように、インターシャの柄幅が
徐々に増え、徐々に減るような場合でもインターシャ柄を編成することができる。編み幅
が急激に変化するインターシャ柄を前身頃に編成する場合は、以上で説明したような方法
でまず編み終えた後、この状態で後身頃の編成を行い、次のコースの直前でコースの開始
点まで前タックしながら編成すればよい。
なお、図５（ｂ）のインターシャ柄８の帯状領域は、カーディガンのボタン孔を設ける編
地として、他の編地よりも強化するために編糸などを替えて編成することもできる。この
ような編地領域は、他の編地とは別のキャリアを使用して編成するために、境界部でキャ
リアを休止させておく必要があり、対向する編地を編成する際には、糸喰いを防ぐ必要が
ある。また、筒状編地の変形としてポケットなどで部分的に編地が対向する場合でも、そ
の部分に関して本発明を適用することができる。このように、本発明の適用対象となるイ
ンターシャ柄とは、装飾としての編地領域ばかりではなく、編糸を替えて編成する領域の
境界でキャリアを休止させ、対向する編地を編成する必要があるようなものを含むものと
する。さらに、筒状編地で後側編地にインターシャ柄があって前側編地を編成する場合や
、両側の編地にインターシャ柄がある場合も、本発明を同様に適用することができる。
以上の説明ではインターシャ編成用の機能として、キャリアの給糸口の位置を揺動変位さ
せるスイング式のキャリアを使用した例を示したが、本発明は、上下動や左右動をキャリ
アの給糸口に与える機能があれば、同様に実施することができる。たとえば、特許第２９
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０３１５２号公報（＝米国特許第６０４７５７０号）に記載されているような、糸道レー
ルにキャリア蹴り返し用の鋼帯を架設し、モータで左右動させる横編機に、上下動可能な
キャリアを組合わせる場合などにも、本発明を適用することができるなど本発明の趣旨を
逸脱しない範囲で実施できるのはいうまでもない。
【図面の簡単な説明】
図１は、本発明の実施例として、インターシャ柄を有する筒状編地の編成の前半部分を示
す。図２は、図１に続くインターシャ柄を有する筒状編地の編成の後半部分を示す。図３
は、図１のキャリッジ移動の３コース目で、編糸を前上部針床の針にフックさせた状態を
示す部分的な平面図である。図４は、図２の右側面図である。図５は、インターシャ柄を
有する筒状編地の外観を示す。図６は、図４の筒状編地を４枚ベッド横編機で編成する場
合の針の使用状態を示す。図７は、キャリアを使用して、糸喰いを生じない範囲を示す部
分的な平面図である。
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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